
令和３年第１回定例会議案一覧

市長提出議案
（令和３年２月２５日提出 ３１件）

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第
1
号
議
案

児玉都市計画事業児玉南土地区画

整理事業施行規程を廃止する条例

児玉都市計画事業児玉南土地区画整理事業の施行期

間の満了に伴い、条例を廃止したいので、この案を

提出するものである。

3

月

23

日

第

8

号

原

案

可

決

第
2
号
議
案

本庄市長等の給料及び期末手当の

額の特例に関する条例の一部を改

正する条例

市長等の給料等の減額措置の延長をしたいので、こ

の案を提出するものである。

3

月

23

日

第

6

号

原

案

可

決

第
3
号
議
案

本庄市重度心身障害者医療費支給

に関する条例の一部を改正する条

例

健康保険等の一部改正に伴い、保険医療機関等にお

ける被保険者等の資格確認について、個人番号カー

ドを利用したオンライン資格確認を導入したいの

で、この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

15

号

原

案

可

決

第
4
号
議
案

本庄市介護保険条例の一部を改正

する条例

第９次高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画

の策定に伴う保険料等の見直し及び介護保険法施行

令の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、こ

の案を提出するものである。

3

月

23

日

第

16

号

原

案

可

決

第
5
号
議
案

本庄市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改

正する条例

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をし

たいので、この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

17

号

原

案

可

決

第
6
号
議
案

本庄市指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する

条例

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

18

号

原

案

可

決

第
7
号
議
案

本庄市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する

条例

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

19

号

原

案

可

決

第
8
号
議
案

本庄市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

20

号

原

案

可

決



第
9
号
議
案

本庄市国民健康保険条例及び本庄

市新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策融資利子及び信用保証料

補給基金条例の一部を改正する条

例

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に

伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出する

ものである。

3

月

23

日

第

21

号

原

案

可

決

第
10
号
議
案

本庄市子ども医療費支給に関する

条例の一部を改正する条例

健康保険法等の一部改正に伴い、保険医療機関等に

おける被保険者等の資格確認について、個人番号カ

ードを利用したオンライン資格確認を導入したいの

で、この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

22

号

原

案

可

決

第
11
号
議
案

本庄市体育施設設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例

本庄市利根川河川敷山王堂グラウンドを廃止し、及

び本庄市東部スポーツグラウンドを設置したいの

で、この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

23

号

原

案

可

決

第
12
号
議
案

市道路線の廃止について

市道第１２４６号線 払下げに伴い路線を短縮し再

認定するため廃止する。

市道第６０６０号線 開発行為に伴い路線を延長し

再認定するため廃止する。

市道第７１６６号線 払下げにより廃止する。

市道第７２７０号線 開発行為に伴い路線を延長し

再認定するため廃止する。

市道第２－１８４号線 払下げにより廃止する。

市道第２－１０６５号線 払下げにより廃止する。

3

月

23

日

第

9

号

原

案

可

決

第
13
号
議
案

市道路線の認定について

市道第１２４６号線 払下げに伴い路線を短縮し再

認定する。

市道第６０６６号線 開発行為に伴い路線を延長し

再認定する。

市道第７２７０号線 開発行為に伴い路線を延長し

再認定する。

市道第８６８４号線 開発行為に伴う帰属道路を認

定する。

市道第４－６６６号線 県道からの移管に伴い認定

する。

市道第４－６６７号線 県道からの移管に伴い認定

する。

3

月

23

日

第

10

号

原

案

可

決

第
14
号
議
案

本庄市公平委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて

公平委員会委員 中村 憲司 氏が令和３年３月２

３日をもって任期満了となるため、地方公務員法第

９条の２第２項の規程により、本庄市公平委員会委

員として 増井 武文 氏を選任したいので、この

案を提出するものである。

3

月

1

日

第

1

号

原

案

同

意

第
15
号
議
案

美里町が本庄市に委託する一般旅

券の申請受理及び交付等に係る事

務の変更について

美里町が本庄市に委託する一般旅券の申請受理及び

交付等に係る事務を変更するとともに、本庄市と美

里町との間における一般旅券の申請受理及び交付等

に係る事務の委託に関する規約を変更することにつ

いて協議したいので、地方自治法第２５２条の１４

第３項において準用する同法第２５２条の２の２第

３項の規定により、この案を提出するものである。

3

月

1

日

第

2

号

原

案

可

決



第
16
号
議
案

神川町が本庄市に委託する一般旅

券の申請受理及び交付等に係る事

務の変更について

神川町が本庄市に委託する一般旅券の申請受理及び

交付等に係る事務を変更するとともに、本庄市と神

川町との間における一般旅券の申請受理及び交付等

に係る事務の委託に関する規約を変更することにつ

いて協議したいので、地方自治法第２５２条の１４

第３項において準用する同法第２５２条の２の２第

３項の規定により、この案を提出するものである。

3

月

1

日

第

3

号

原

案

可

決

第
17
号
議
案

上里町が本庄市に委託する一般旅

券の申請受理及び交付等に係る事

務の変更について

上里町が本庄市に委託する一般旅券の申請受理及び

交付等に係る事務を変更するとともに、本庄市と上

里町との間における一般旅券の申請受理及び交付等

に係る事務の委託に関する規約を変更することにつ

いて協議したいので、地方自治法第２５２条の１４

第３項において準用する同法第２５２条の２の２第

３項の規定により、この案を提出するものである。

3

月

1

日

第

4

号

原

案

可

決

第
18
号
議
案

専決処分の承認を求めることにつ

いて

令和２年度本庄市一般会計補正予算（第１５号）に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので同条第３項の規定により、これを報告し

て承認を求める。

3

月

1

日

第

5

号

原

案

承

認

第
19
号
議
案

令和２年度本庄市一般会計補正予

算(第１６号)

補正予算額 △５０６，６８７，０００円

総額 ３８，５４０，４０５，０００円

継続費の補正

繰越明許費の補正

地方債の補正

3

月

23

日

第

30

号

原

案

可

決

第
20
号
議
案

令和２年度本庄市国民健康保険特

別会計補正予算(第５号)

補正予算額 ２００，４１４，０００円

総額 ８，００２，４８５，０００円

3

月

23

日

第

24

号

原

案

可

決

第
21
号
議
案

令和２年度本庄市住宅資金貸付事

業特別会計補正予算(第１号)

補正予算額 ８５９，０００円

総額 ２，５８２，０００円

3

月

23

日

第

7

号

原

案

可

決

第
22
号
議
案

令和２年度本庄市介護保険特別会

計補正予算(第７号)

補正予算額 ５８，２３１，０００円

総額 ６，３８０，５０４，０００円

3

月

23

日

第

25

号

原

案

可

決

第
23
号
議
案

令和２年度本庄市後期高齢者医療

特別会計補正予算(第２号)

補正予算額 △１７，５６４，０００円

総額 ８５９，１４８，０００円

3

月

23

日

第

26

号

原

案

可

決

第
24
号
議
案

令和２年度本庄市水道事業会計補

正予算(第４号)

業務の予定量

収益的収入補正予定額 △９，４５３，０００円

総額 １，６１４，４３４，０００円

収益的支出補正予定額 △２０，４４５，０００円

総額 １，５９２，２７６，０００円

資本的支出補正予定額 △６４，３７５，０００円

総額 ９７９，６５２，０００円

3

月

23

日

第

11

号

原

案

可

決



第
25
号
議
案

令和２年度本庄市下水道事業会計

補正予算(第４号)

収益的収入補正予定額 △８，６１１，０００円

総額 １，９２０，９８６，０００円

収益的支出補正予定額 △８，６１１，０００円

総額 １，８９１，８３０，０００円

資本的収入補正予定額 ４５，７００，０００円

総額 １，６６０，９６０，０００円

資本的支出補正予定額 ４５，７００，０００円

総額 １，９８７，４５７，０００円

企業債

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

他会計からの補助金

3

月

23

日

第

12

号

原

案

可

決

第
26
号
議
案

令和３年度本庄市一般会計予算

予算額 ２８，３１３，０００，０００円

継続費

債務負担行為

地方債

一時借入金

歳出予算の流用

3

月

23

日

第

31

号

原

案

可

決

第
27
号
議
案

令和３年度本庄市国民健康保険特

別会計予算

予算額 ７，９２２，２６３，０００円

歳出予算の流用

3

月

23

日

第

27

号

原

案

可

決

第
28
号
議
案

令和３年度本庄市介護保険特別会

計予算

予算額 ６，２５３，７３６，０００円

歳出予算の流用

3

月

23

日

第

28

号

原

案

可

決

第
29
号
議
案

令和３年度本庄市後期高齢者医療

特別会計予算
予算額 ８９９，７１７，０００円

3

月

23

日

第

29

号

原

案

可

決

第
30
号
議
案

令和３年度本庄市水道事業会計予

算

業務の予定量

収益的収入予定額 １，６０１，７８１，０００円

収益的支出予定額 １，５９５，５５２，０００円

資本的収入予定額 １８９，５０４，０００円

資本的支出予定額 ９３１，９９０，０００円

債務負担行為

企業債

予定支出の各項の経費の金額の流用

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

たな卸資産購入限度額

3

月

23

日

第

13

号

原

案

可

決



市長提出追加議案
（令和３年３月２３日提出 ３件）

第
31
号
議
案

令和３年度本庄市下水道事業会計

予算

業務の予定量

収益的収入予定額 １，９４８，１９９，０００円

収益的支出予定額 １，８６９，６３１，０００円

資本的収入予定額 １，６７６，３０８，０００円

資本的支出予定額 ２，０７６，３９３，０００円

債務負担行為

企業債

一時借入金

予定支出の各項の経費の金額の流用

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

他会計からの補助金

3

月

23

日

第

14

号

原

案

可

決

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第
32
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市一般会計補正予

算(第１７号)
繰越明許費の補正

3

月

23

日

第

32

号

原

案

可

決

第
33
号
追
加
議
案

令和３年度本庄市一般会計補正予

算(第１号)

補正予算額 ５２１，３４３，０００円

総額 ２８，８３４，３４３，０００円

3

月

23

日

第

33

号

原

案

可

決

第
34
号
追
加
議
案

令和３年度本庄市水道事業会計補

正予算(第１号)

収益的収入補正予定額 １３２，０００円

総額 １，６０１，９１３，０００円

収益的支出補正予定額 １３２，０００円

総額 １，５９５，６８４，０００円

資本的収入補正予定額 １，４３０，０００円

総額 １９０，９３４，０００円

資本的支出補正予定額 １，４３０，０００円

総額 ９３３，４２０，０００円

他会計からの補助金

3

月

23

日

第

34

号

原

案

可

決



議員提出議案
（令和３年３月２３日提出 ２件）

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

議
第
1
号
議
案

本庄市議会会議規則の一部を改正

する規則

請願書の押印の見直しに伴い、所要の改正をしたい

ので、この案を提出するものである。

3

月

23

日

第

35

号

原

案

可

決

議
第
2
号
議
案

新型コロナウイルス感染症による

誹謗中傷をなくし共に支えあいな

がら難局を乗り越える決議

新型コロナウイルス感染症は未だ収束の兆しが見

えず、各種報道等を通じて、感染者や医療従事者、

その家族等が差別や偏見、いじめなどの不当な扱い

を受けるといった事例が伝えられています。

そのような状況の中、令和３年２月１３日に「新

型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正

する法律」が施行され、新型インフルエンザ等対策

特別措置法第１３条第２項において、新型インフル

エンザ等の感染者や医療従事者、その家族等に対す

る差別的取扱い等の防止に係る国及び地方公共団体

の役割が規定されました。

新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能

性があり、感染者をはじめ、コロナ禍においても社

会機能維持のために感染リスクと隣り合わせで働い

ている方々やその家族に対して、不当な差別、偏見、

いじめ、ＳＮＳ等での誹謗中傷は許されることでは

ありません。不確かな情報や事実と異なる情報の拡

散は社会の不安を増長させ、差別や偏見を助長させ

ます。

私たちが行うべきことは、感染防止策の徹底であ

り、一人一人が正しい情報と知識をもって冷静に行

動することです。それにより、感染の拡大を防ぎ、

社会の不安を払拭することができます。

本市議会は、医療・福祉分野などで、私たちの日

々の暮らしを維持するために不可欠な仕事に従事さ

れている多くの方々に感謝の意を表するとともに、

感染症に関する差別や偏見などを絶対に許さず、す

べての市民が互いの人権を尊重し、個人のプライバ

シーの保護に努め、力を合わせてこの難局を乗り越

え、安心して暮らせる地域社会を目指すことをここ

に決議します。
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